
船舶事故調査報告書 

令和３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年７月１日 １３時４０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜区Ｎ３錨地 

 横浜南本牧ふ頭南防波堤灯台から真方位１７９°１.１海里付近 

 （概位 北緯３５°２２.７′ 東経１３９°４０.７′） 

事故の概要  ＬＰＧタンカーSAEHAN
シ ー ハ ン

 SELINA
セ リ ー ナ

は、航行中、錨泊中の貨物船新
しん

大宝
たいほう

と衝突した。 

事故調査の経過 令和２年７月１５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ ＬＰＧタンカー SAEHAN SELINA（パナマ共和国籍）、３,４２８

トン 

   ９６１５３４１（ＩＭＯ番号）、SMC SELINA S.A. 

Ｂ 貨物船 新大宝、４３５トン 

   １３２４４５、大宝海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、締約国資格受有者承認証 船長（パナマ

共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウに凹損 

Ｂ 右舷船首部外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ７、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

神奈川県横浜市には、令和２年６月３０日１０時５６分に強風及び 

波浪注意報が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１５人（大韓民国籍３人、インドネシア共和国

籍４人、フィリピン共和国籍８人）が乗り組み、北東進中、船長Ａ

が、右舷船首方に錨泊中のＢ船の南方海域に錨泊しようと考え、Ｂ船

を右舷船首方約５００ｍに見て同錨地に向かって右転したところ、南

西の風に圧流されてＢ船に接近し、衝突を避けようと機関を後進とし

て引き続き錨を投下したものの、船首部がＢ船の右舷船首部に衝突し

た。 

 船長Ａは、Ａ船の旋回径が約４００ｍであるので、右旋回できると

思っていた。 

 Ｂ船は、錨泊中、Ａ船と衝突した。 

分析 Ａ船は、錨泊する目的で北東進中、風力７の南西風が吹く状況下、

船長Ａが、Ａ船の旋回径が約４００ｍのところ、右舷船首方に錨泊中



のＢ船の南方海域に錨泊しようと考え、Ｂ船を右舷船首方約５００ｍ

に見て右転したことから、風浪に圧流されて旋回径が大きくなり、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、錨泊する目的で北東進中、風力７の南西風が吹

く状況下、船長Ａが、Ａ船の旋回径が約４００ｍのところ、右舷船首

方に錨泊中のＢ船を右舷船首方約５００ｍに見て右転したため、風浪

に圧流されて旋回径が大きくなり、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・錨泊中の他船に接近する際には、自船の舵力及び風等による圧流

を考慮し、十分な距離を保って操船すること。 

 


